
鳥獣害対策に係る補助金のお知らせ

●注意事項
・ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください、内容を確認させていただき
ます。
・予算額に達した場合、補助金は終了となりますのでお早めにお申し込みくだ
さい。

≪お問い合わせ先≫
北塩原村産業課農林係 電話０２４１－２３－１３３４

電気柵を設置したい方へ

対象者

村内に住所を有し、新たに北塩原村有害鳥獣対策実施隊または北塩
原村鳥獣捕獲活動協力員に加入する方や、既に加入している方
※村税等の滞納がないことが条件になります。

補助対象

狩猟免許の取得
狩猟者登録経費
鉄砲所持許可新規取得及び【拡充】更新経費

対象経費１／２

【拡充】銃器等の購入（１名１丁分に限る。）
※散弾銃・ライフル・装弾ロッカー・
ガンロッカーを対象

対象経費１／２
上限１０万円

対象者
村内に住所を有し、村内において農林漁業を営む個人または法人。
※村税等の滞納がないことが条件になります。

補助率
個人設置 ５０％以内
共同設置 ６０％以内（２戸以上の農家で実施する場合）
※いずれも上限額が１戸あたり１０万円までとなります。

申請期間 令和８年４月２７日（月）～８月３１日（月）

猟銃を所持または検討されている方へ

村有害鳥獣被害対策実施隊等の担い手不足解消を目的と

して、狩猟免許及び鉄砲所持許可新規取得、今年度から鉄
砲所持許可更新及び銃器等購入に係る経費の一部を補助い
たします。

クマ・サル・イノシシ等による農作物の被害防止を目的

として、電気柵の資材購入に必要な経費の一部を補助いたし
ます。
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